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Ⅷ章 目標値及び計画の評価 
 

１．目標値及び期待される効果 
５つの施策の柱毎に定量的な目標値を設定し、施策の進捗状況を管理するとともに、市民

満足度の定期的なモニタリングを実施し、これらの結果を踏まえた施策の見直し、充実や強

化等について検討します。 

 立地適正化計画に基づくこれらの取り組みや、関連分野を含めた総合的な取り組みを通じ

て、世代循環による人口減少・少子高齢化の進展の抑制及び人口密度の維持を図り、持続可

能な都市経営の実現を目指します。 
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魅⼒・活⼒ある 
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市⺠満⾜度の向上（市⺠意識調査） 
【交通利便性】 

「交通の便のよいまち」 
だと思う市⺠の割合 

 【生活利便性】 
「日常の生活が便利なまち」

だと思う市⺠の割合 

 【 活 ⼒ 】 
「活気とにぎわいのあるまち」

だと思う市⺠の割合 

 【総合的な都市の魅⼒】 
「春日部市に住み続けたい」

と思う市⺠の割合 
現況値(H28)  現況値(H28)  現況値(H28)  現況値(H28) 

58％  67％  15％  81％ 
目標値(R22)  目標値(R22)  目標値(R22)  目標値(R22) 

70％以上  80％以上  50％以上  90％以上 
 

 
次世代を担う若年世代が住み続けるまち 

居住誘導区域における 
25〜34 歳・⼥性の⼈⼝移動率が… 

▲7.7％      プラス 
（H22→H27）  （R17→R22） 

世代循環による⼈⼝減少の抑制 
居住誘導区域における 

⼈⼝増減率(H22→R22)が… 
78％      90% 

（社会研推計値） 
 

世代循環による 
①⼈⼝減少・少子高齢化の抑制 

＋ 
②⼈⼝密度の維持 

 
持続可能な都市経営の実現 

＜春日部市独自の重点的取組＞ ＜土台としての都市構造＞ 

十字型の鉄道網を 
活かした 

多極ﾈｯﾄﾜｰｸ型 
コンパクトシティ 

既存ｽﾄｯｸを活用した 
快適で安全な 
居住環境の 
維持・更新 

各世代のﾆｰｽﾞにﾏｯﾁ 
した戦略的な市街地の 
更新・再生と住み替え 
施策の“両輪”の推進 

＜拠点形成・機能の維持更新＞ 
都
市
づ
く
り
の
方
向
性 

 

 
現況値(H25) 
17.3 万人/日 

（鉄道+バス） 
目標値(R22) 

現状維持 
 

 
現況値(H29) 

４/８駅 
目標値(R22) 

６/８駅 
 

現況値(H29) 
89％ 

目標値(R22) 
100％ 

 

現況値(H27) 
44％ 

目標値(R22) 
30％以下 

 

現況値(H27) 
918 件 

目標値(R22) 
現状維持 

 

公共交通利用者数 ﾊﾞｽによるｱｸｾｽが 
可能な鉄道駅数 

誘導施設の 
⽴地割合※ 

武⾥団地の 
⾼齢化率 

居住誘導区域内の 
建築確認件数 

（新築及び増改築） 

※各拠点に⽴地している誘導施設の種類÷ 
各拠点に位置づけた誘導施設の種類 
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 【効果の検証】⼈⼝密度の維持が及ぼす都市経営上の効果 
 

 

 

 

 

 

■DID人⼝密度と市⺠1人当たりの歳出額（円）の相関（2010年（平成22年）） 

 
■歳出削減効果の算出 

 試算値 

（2015 年（平成 27 年）） 

社人研推計値 

（2040 年（令和 22 年）） 

期待値 

（2040 年（令和 22 年）） 

【参考】全市人⼝（人） 232,709 184,796 214,023 

ＤＩＤ人⼝（人） 205,554 ― ― 

ＤＩＤ面積（ha） 2,406 ― ― 

ＤＩＤ人⼝密度（人/ha） 85.4 ― ― 

居住誘導区域人⼝（人） ― 156,551 184,873 

居住誘導区域面積（ha） ― 2,182 2,182 

居住誘導区域人⼝密度（人/ha） ― 71.8 84.7 

一人当たり歳出額（円/人） 

算定式︓y=507158e-0.006X 303,754 329,746 305,039 

歳出総額（千円） 70,686,356 60,935,792 65,285,445 

    

  歳出削減効果（円/人） 

  24,707 

  

出典：「都市構造の評価に関するハンドブック」（国土交通省都市局都市計画課） 

※全国の市町村（819 市）

居住誘導区域人⼝密度・ 
現況値（2015年（平成27年）） 

同・社人研推計値 
（2040年（令和22年）） 

同・期待値 
（2040年（令和22年））※ 

93⼈/ha 72⼈/ha 85⼈/ha 

※第２次春日部市総合振興計画後期基本計画（2023年（令和５年））における人⼝ビジョンの将来展望が実現した場合 
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２．計画の評価 
立地適正化計画は、時間軸を持ったアクションプランとして運用するものとし、概ね５年

毎に、計画に記載された施策の実施・進捗状況について前頁の目標値を用いて評価を行い、

計画の進捗状況や妥当性等の検証を行います。検証の結果を踏まえ、以下のPDCAサイクルに

基づき、誘導施策の見直し、充実や強化等について検討を行うとともに、必要に応じて、立

地適正化計画や関連する都市計画の見直し（用途地域等）を検討します。 

 

■計画の評価・⾒直しに係る PDCA サイクルのイメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 都市計画審議会︓都市計画法77条の２第１項に基づく、都市計画に関する事項を調査審議
する機関。市議会議員、学識経験者、関係⾏政機関⼜は埼⽟県の職員、市内各種団体を代
表する者、公募に応じた市⺠で構成されています。 

※２ 都市再生協議会︓都市再生特別措置法第１１７条第１項に基づく、⽴地適正化計画に関す
る事項を協議する機関。学識経験者、関係⾏政機関の職員、市内各種団体を代表する者、
公共交通に関する事業者、公募に応じた市⺠で構成されています。 

※３ 法84条における評価︓都市再生特別措置法第84条に基づく評価であり、概ね５年ごとに
⽴地適正化計画区域おける住宅及び都市機能増進施設の⽴地の適正化に関する施策の実施
の状況についての調査、分析及び評価を⾏うよう努めるものとします。 

※４ 公共事業評価監視委員会︓春日部市公共事業評価実施要領に基づく機関。公共事業の効率
性及びその実施過程の透明性をより一層⾼めることを目的とし、第三者から意⾒を求める
機関として、学識経験者等から構成されています。 

⽴地適正化計画の策定 
（都市計画審議会※1） 
（都市再生協議会※2） 

⽴地適正化計画の策定 
（都市計画審議会※1） 
（都市再生協議会※2） 

計画の実⾏ 

計画の評価・分析 
（法 84 条における評価※3） 
（公共事業評価監視委員会※4） 

計画の改善 

□都市機能誘導区域・誘導施設の設定 

□居住誘導区域の設定 

□誘導施策の検討 

□誘導施策の実施 
□誘導施策の進捗状況の確認 

□目標の達成状況の検証 
□未達成目標の要因分析 

□区域設定の⾒直し 
□誘導施設の⾒直し 
□誘導施策の⾒直し、充実・強化等 
□都市計画の⾒直し 
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